[bookmark: _akmp5w8viqw]セレクトショップ取引契約書

株式会社●●（以下「甲」という。）と株式会社●●（以下「乙」という。）は、乙が企画、製造又は販売する商品の継続的な取引について、以下のとおりセレクトショップ取引契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _yb551hnazd9v]第1条（目的）
本契約は、乙が甲に対して商品を販売し、甲が当該商品を仕入れて販売する取引に関する基本条件を定め、円滑かつ継続的な取引関係を構築することを目的とする。

[bookmark: _j5ylpwov3ley]第2条（取引対象商品）
1. 本契約の対象商品は、乙が取り扱うアパレル製品、服飾雑貨、アクセサリー、生活雑貨その他甲乙が個別に合意した商品とする。
2. 商品の品名、品番、仕様、カラー、サイズ、数量、単価その他の条件は、個別注文書、発注書、電子メールその他甲乙が認める方法により定めるものとする。
3. 個別取引条件が本契約と異なる場合には、当該個別取引条件が優先して適用される。
4. 
[bookmark: _38eorsvo7ava]第3条（発注及び受注）
1. 甲は乙に対し、書面、電子メール又はオンラインシステム等の方法により発注を行うものとする。
2. 乙は発注内容を確認し、受注の可否を甲へ通知する。
3. 乙が受注を承諾した時点で個別売買契約が成立するものとする。
4. 
[bookmark: _4rjf74rn5c8p]第4条（商品の納品）
1. 乙は、個別契約で定める納期及び納品場所に従い商品を納品する。
2. 納品に要する梱包は、商品の品質を維持できる適切な方法によるものとする。
3. 納品に係る運送方法は、甲乙協議の上決定する。
4. 
[bookmark: _tszr5qd02g72]第5条（所有権及び危険負担）
1. 商品の所有権は、甲が商品を受領した時点で乙から甲へ移転する。
2. 商品の引渡し前に生じた滅失、毀損その他の損害は乙の負担とし、引渡し後は甲の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
3. 
[bookmark: _9mozj7tqxful]第6条（検品）
1. 甲は商品受領後速やかに検品を行うものとする。
2. 数量不足、品違い又は外観上明らかな不良を発見した場合、甲は商品受領後7日以内に乙へ通知するものとする。
3. 前項の通知があった場合、乙は自己の費用負担により交換、追加納品又は返金等の対応を行う。
4. 
[bookmark: _4500zg8owmeb]第7条（品質保証）
1. 乙は、商品が法令、業界基準及び通常求められる品質基準に適合することを保証する。
2. 商品に製造上の欠陥又は品質不良があった場合、乙は自己の責任と費用において交換、修理又は返金対応を行う。
3. 商品の欠陥により第三者に損害が発生した場合、乙は自己の責任において対応するものとする。
4. 
[bookmark: _sxlm747o754e]第8条（売買代金）
1. 商品代金は個別契約において定める。
2. 甲は乙に対し、毎月末日締め翌月末日払いその他別途合意した条件に従い代金を支払う。
3. 振込手数料は甲の負担とする。
4. 
[bookmark: _djowhxyxzrn3]第9条（返品及び交換）
1. 甲は、乙の責めに帰すべき事由による不良品又は誤納品について返品又は交換を請求できる。
2. 良品返品の可否及び条件については、個別契約で定めるものとする。
3. 季節商品又は特注商品については、別途定めがない限り返品できない。
4. 
[bookmark: _gwxwbqf1uigz]第10条（販売価格）
1. 甲は自己の裁量により販売価格を設定できるものとする。
2. 乙が希望小売価格を設定する場合であっても、法令上許容される範囲を超えて甲の販売価格を拘束してはならない。
3. 
[bookmark: _lvjgf82h6nfj]第11条（知的財産権）
1. 商品に関する商標権、著作権、意匠権その他の知的財産権は乙又は正当な権利者に帰属する。
2. 甲は商品の販売促進を目的とする範囲で、乙から提供された商品画像、ブランドロゴ及び販促資料を使用することができる。
3. 甲は乙の事前承諾なく、ブランドロゴその他の知的財産を改変してはならない。
4. 
[bookmark: _q0lc7zh8dfg]第12条（販促協力）
1. 乙は甲から合理的な範囲で求められた場合、商品説明資料、画像データその他販売促進に必要な資料を提供する。
2. 甲は乙の商品価値及びブランドイメージを不当に毀損する販売活動を行わないものとする。
3. 
[bookmark: _6pq4yf1o3aft]第13条（秘密保持）
1. 甲及び乙は、本契約又は個別契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上その他一切の非公知情報を第三者へ開示又は漏えいしてはならない。
2. 前項の義務は、本契約終了後3年間存続するものとする。
3. 
[bookmark: _t8rs1n99wj5f]第14条（法令遵守）
1. 乙は、商品に関係する法令、業界基準及び行政指導を遵守する。
2. 乙は、商品に必要な表示、品質基準及び安全基準を満たす責任を負う。
3. 
[bookmark: _l8egfa3x1hgu]第15条（反社会的勢力の排除）
1. 甲及び乙は、自ら及びその役員等が反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。
2. 相手方が反社会的勢力に関与していることが判明した場合、何らの催告を要せず本契約を解除できる。
3. 
[bookmark: _hxiqprds83fy]第16条（契約解除）
1. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず改善しない場合、本契約を解除できる。
2. 相手方に次の事由が生じた場合、何らの催告なく直ちに本契約を解除できる。
(1) 支払停止又は支払不能となったとき
(2) 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
(3) 差押え、仮差押えその他信用不安事由が生じたとき
(4) 反社会的勢力との関係が判明したとき

[bookmark: _rrfj42sltxk8]第17条（損害賠償）
甲又は乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、直接かつ通常の損害の範囲で賠償責任を負うものとする。

[bookmark: _4xv1gog2nd4]第18条（有効期間）
1. 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とする。
2. 期間満了日の1か月前までに甲乙いずれからも書面による終了通知がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
3. 
[bookmark: _f185o7ymakdz]第19条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し解決するものとする。

[bookmark: _al5r37pjaz18]第20条（合意管轄）
本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
[bookmark: _z3s944b95cfx]

契約締結日：　　　年　　　月　　　日

甲

所在地：

会社名：

代表者名：　　　　　　　　　　　　印

乙

所在地：

会社名：

代表者名：　　　　　　　　　　　　印

